
11月2021年
（令和3年）

 8月4日～6日までの3日間にわたり、悠邑
ふるさと会館（川本町）にて、介護に関心
のある方やこれから介護職に就労を希望さ
れている方を対象とした、介護の入門的研修
が行われました。
 この研修では、介護の基本を楽しく学び、
学んだ知識を日常や大切な人のために活か
すという趣旨のもと、高校生から現役世代の
方まで幅広く参加されました。
 内容としては、介護保険制度についての概
要や、介護における安全・安楽な体の動か
し方を実際に体験しながら学んだり、介護
者自身の健康管理や感染症対策等に係る知
識など様々なことを学びました。

邑智郡総合事務組合

介護の入門的研修を開催しました主な内容
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歳入

市町負担金
77.31%

国庫補助金
18.16%

繰越金
3.83%

諸収入
0.20%

財産収入
0.01%

手数料
0.49%

歳出

維持補修費
0.78%

物件費
16.89%

扶助費
0.04%

補助費
0.25%

人件費
3.05%

普通建設費
76.89%

公債費
1.44%

積立金
0.66%

◆�主な歳入は、構成３町（川本町・美郷町・邑南町）及
び大田市からの負担金で、全体の７７.３1％を占めて
います。歳入の総額は、前年度より２０億７,６６7万円
増となり前年度比108％増となりました。その主たる
ものは施設整備のための町負担金、国庫補助金の増
加によるものです。

◆�主な歳出は、「新可燃ごみ共同処理施設」と「最終
処分場施設」の施設整備に係る普通建設費で、全
体の７６.８9％を占めています。歳出の総額は、前
年度より２１億９,４７１万円増となり前年度比124％
増となりました。その主たるものは「新可燃ごみ共
同処理施設」と「最終処分場施設」の新施設建設
工事に伴う工事請負費の増加によるものです。

一般廃棄物処理事業施設整備基金

1億1,871万円

【歳 入】         総額 39 億 8,913 万円

【歳 出】         総額 39 億 5,442 万円

区　　分 決　算　額
「前年対比」

国庫補助金
 国からの交付金

7億2,445万円
「+5 億 7,390 万円 (381％ )」 

市町負担金
 構成３町及び大田市からの負担金等

30億8,416万円
「+14 億 2,578 万円 (85％ )」 

手数料
 し尿処理手数料・ごみ処理手数料等

1,963万円
「+54 万円 (2％ )」 

財産収入
 物品売払収入、基金積立金利子等

8万円
「▲ 72 万円 ( ▲ 90％ )」 

諸収入
 リサイクル品の売却等

805万円
「▲168 万円 ( ▲17％ )」 

繰越金
 前年度繰越金

1億5,276万円
「+7,884 万円 (106％ )」 

歳入合計 39億8,913万円 

区　　分 決　算　額
「前年対比」

人件費
 職員の給与、共済費等

1億2,044万円 
「▲1,047万円 ( ▲ 8％ )」

物件費
 需用費、役務費、委託料、使用料等

6億6,805万円 
「▲ 6,742 万円 ( ▲ 9％ )」

扶助費
 児童手当等

161万円 
「▲17万円 ( ▲ 9％ )」

維持補修費
 ごみ焼却施設機器維持工事等

3,091万円 
「▲ 22 万円 ( ▲ 0.7％ )」

補助費
 保険料、負担金等

1,002万円 
「▲1,001 万円 ( ▲ 49％ )」

普通建設費
 工事請負費等

30億4,046万円 
「+23 億 3,328万円 (329％)」

公債費
 起債の償還

5,680万円 
「0 万円 (0％ )」

積立金
  一般廃棄物処理事業施設整備基金積立金

2,613万円 
「▲ 5,027万円 ( ▲ 65％ )」

歳出合計 39億5,442万円 

●基金の状況（令和2年度末残高）

一般会計決算の概要

令和2年度 決算報告

監査委員意見書（抜粋）
　新可燃ごみ共同処理施設建設工事、最終処分場施設整備工事は、令和４年４月の供用開始に向けて順
調に推移している。地元自治会との建設合意の工事は全て終了している。今後運用に向けてトラブルの
生じない様留意していただきたい。
　令和３年９月に国においてデジタル庁が発足する予定である。今後事務組合の業務にどの様な負担が
生じるのかは未定であるが、少なからず影響が生じると思われる。ここ何年か毎年情報システム課の職
員募集を行っているが採用に至っていない。今後の業務に支障が生じない様対応していただきたい。
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介護給付費準備基金

1億9,016万円

●基金の状況（令和2年度末残高）

歳出

保険給付費
90.22%

総務費
2.55%

地域支援事業費
5.62%

諸支出金
1.09%

基金積立金
0.52%

歳入

町負担金
15.69%

支払基金交付金
（40歳以上
65歳未満の方）

24.47%

介護保険料
（65歳以上の方）

15.62%
県支出金
15.45%

国庫支出金
26.95%

繰越金、その他
1.82%

◆�歳入は、65歳以上の方が納める「介護保険料」
と40歳から64歳で医療保険に加入する方が納め
た保険料から交付される「支払基金交付金」を合
わせた収入が40.09％となっています。残りの
59.91％は、国・県からの補助金、構成3町（川
本町・美郷町・邑南町）からの負担金等で占めら
れています。歳入の総額は、前年度より1,584万
円増となり前年度比0.42％増となっています。

◆�歳出の主なものは、要介護・要支援認定を受けて
サービスを利用した費用を介護保険で負担する「保
険給付費」で、全体の90.22％を占めており、そ
の他、地域支援事業の費用や事務費などです。歳
出の総額は、前年度より△4,763万円減となり前
年度比1.2９％減となっています。

【歳 入】         総額 37 億 6,771 万円

【歳 出】         総額 36 億 4,276 万円

区　　分 決　算　額
「前年対比」

介護保険料
  第１号被保険者（65歳以上の方）の保
険料

5億8,846万円
「▲ 2,378 万円 ( ▲ 3％ )」 

支払基金交付金
  第２号被保険者（40歳以上65歳未満 
の方）の保険料

9億2,207万円
「▲ 2,773 万円 ( ▲ 2％ )」 

町負担金
  介護保険給付、地域支援事業及び人件 
費等に要する町の負担金

5億9,120万円
「▲133 万円 ( ▲ 0.2％ )」 

国庫支出金
  介護保険給付、地域支援事業に必要な 
国の負担金

10億1,551万円
「+1,236 万円 (1％ )」 

県支出金
  介護保険給付、地域支援事業に必要な 
県の負担金

5億8,204万円
「+2,869 万円 (5％ )」 

繰越金、その他
 前年度繰越金等

6,843万円
「+2,764 万円 (67％ )」 

歳入合計 37億6,771万円 

区　　分 決　算　額
「前年対比」

総務費
  介護保険事業に必要な事務費・人件
費など（認定審査会費含む）

9,307万円
「▲1,449 万円 ( ▲13％ )」 

保険給付費
 介護・介護予防などに要する費用

32億8,658万円
「▲ 4,106 万円 ( ▲1％ )」 

地域支援事業費
  町が実施する介護予防事業、総合相
談事業に要する費用

2億   464万円
「▲ 692 万円 ( ▲ 3％ )」 

諸支出金
  国・県・町等への過年度分給付費等
負担金に関する返還金等

3,954万円
「+2,212 万円 (126％ )」 

基金積立金
 介護給付費準備基金への積立金

1,893万円
「▲ 729 万円 ( ▲ 27％ )」 

歳出合計 36億4,276万円 

介護保険特別会計決算の概要

監査委員意見書（抜粋）
　介護保険特別会計は３年毎の見直しのたびに全国的には基準額が増加傾向にある。令和３年度から
始まる第８期の介護保険料の基準額は郡内においては 110 円減額（△ 1.6％）し 6,650 円となった。
毎年不納欠損処分を行っており収入未済額は減少傾向ではあるが、引き続き構成町と協力して収納率
の更なる向上に努めていただきたい。

令和 2年度の決算が 8月議会で認定されました。
昨年度、邑智郡総合事務組合のお金がどのように使われたのかお知らせします。
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　邑智郡の住民の皆さんに邑智郡総合事務組合の財政状況をご理解いただくため、財務書類を作成しました。
　この財務書類は、国が示した財務書類の作成に関する全国共通の基本的なルールを定めた「統一的な基準」に
より作成しています。

住民１人あたりの負債と資産
はどれくらい?

住民１人あたりの行政サービ
スに係る費用はどれくらい？

資産 241,989円 行政コスト 251,765円
負債 5円
純資産 241,984円

　行政サービスに係る経常費用と、その行政サービスに対
する使用料や手数料などの収入を経常収益として表したも
のです。経常費用から経常収益を差し引いたものが、純経
常行政コストで、臨時に発生する損失、利益を加味したも
のが純行政コストになります。
�

経常費用 45億3,405万円
１年間に提供された行政サービスに要したすべての費用
です。
【内訳】
人件費� 1億6,605万円
職員給与、議員報酬、認定審査会委員報酬など
物件費等� 9億3,554万円
施設維持補修費、光熱水費、減価償却費など
その他の業務費用� 4,993万円
地方債支払利息、国県等負担金返納金など
移転費用� 33億8,253万円
補償費、社会保障給付（介護保険サービス給付費）など
経常収益 2,872万円
行政サービスを利用した際に、邑智郡の住民の皆さんが
負担するし尿搬入やごみの持込み手数料及びごみリサイ
クル品を売却した収入など
純経常行政コスト 45億   533万円
経常費用から経常収益を差し引いた経常的な費用です。
臨時損失 0
災害復旧事業費、資産の除売却損など臨時に発生するも
の。
臨時利益 101万円
共済保険金を計上しています。
純行政コスト 45億   432万円
純経常コストに、臨時損失及び臨時利益を含めた費用です。

行政コスト計算書
　令和２年度末における土地や建物、現金預金など「資産」
の保有額と地方債など将来支払が必要になる「負債」額と
を対比して表したものです。
�

資　産 43億2,942万円
現在、事務組合が所有して
いる財産の状況です。
【内訳】
固定資産� 41億6,197万円
ごみ処理場、し尿処理場な
どの建物、土地、基金など
流動資産� 1億6,745万円
現金預金、未収金など

負　債 8万円
次世代が負担する借入金
（地方債）など、将来返済
する必要のある債務です。

純資産 43億2,934万円
これまでの世代が既に負担
をし、次世代へ引き継ぐ正
味資産です。

貸借対照表

　現金ベースで１年間の資金の流れを業務活動、投資活動、
財務活動の３つに区分し、どのような活動に資金を必要と
しているのかを表したものです。
�

前年度末資金残高 2億1,422万円
業務活動収支 30億3,902万円
業務を行う中で、継続的な人件費、物件費、社会保障給付
などの行政サービスを行うための支出と、構成３町（川本
町、美郷町、邑南町）からの負担金、介護保険料、国や県
からの補助金などの収入による収支
投資活動収支 ▲ 30億3,712万円
固定資産の形成に関する収支で、施設整備のための基金の
積立金などの支出と、基金取り崩しなどの収入による収支
基金の積立を行いましたので、マイナスとなっています。
財務活動収支 ▲ 5,646万円
資金の調達や運用に関する支出で、地方債の返済などに
よる支出と、借入金などの収入による収支地方債の返済
を行いましたので、マイナスとなっています。
本年度末資金収支額 1億5,967万円
前年度資金残高に平成31年度の収支を加えたもので、令
和2年度末の資金額です。
本年度末歳計外現金残高 8万円
本年度末現金預金残高 1億5,967万円

資金収支計算書

　純行政コストに対して、税収等及び国県等補助金の金額
がどの程度あるかを比較することにより、行政サービスの
提供に必要となるコストが受益者負担以外の財源によって
どの程度賄われているのかを把握することができます。
�

前年度末純資産残高 9億2,635万円
純行政コスト ▲ 45億   432万円
財源 75億   858万円
　税収等� 51億8,658万円
　（構成３町負担金、介護保険料など）
　国県補助金� 23億2,200万円
本年度差額 30億   426万円
本年度純資産変動額 34億   299万円
本年度末純資産残高 43億2,934万円

純資産変動計算書

対象となる会計の範囲…一般会計、介護保険特別会計

※住民１人あたりの数値を算出する際は、令和3年3月31日現在の邑智郡の人口（17,891人）により行っています。

新地方公会計制度による財務書類
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１．人件費の状況 （令和2年度決算）

区　分 一般会計 介護保険特別会計
歳出額 人件費 人件費率 歳出額 人件費 人件費率

令和
２年度

千円 千円 ％ 千円 千円 ％
3,954,418 120,440 3.0 3,642,759 55,357 1.5

２．職員給与費の状況 （令和2年度決算）

区　分 職員数
（A）

給　与　費 １人当たり
給与費（A/B）給　料 職員手当 期末・勤勉 計（B）

一　般
行政職

人 千円 千円 千円 千円 千円
25 86,456 11,996 33,673 132,125 5,285

３． 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢
の状況 （令和3年4月1日現在）

区　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
一　般
行政職

円 円 歳
305,657 349,787 43.1

４．職員の初任給の状況 （令和3年4月1日現在）

区　分 事務組合 国
行政職 行政職

大学卒 182,200 円 182,200 円
高校卒 150,600 円 150,600 円

５．職員の級別職員数の状況 （令和3年4月1日現在）

区　　分
（職務の級による職務内容）

行　　政　　職
職務の級 職員数（人） 構成比（％）

主事・相当職 1級 1 4�
主任主事・相当職 2級 7 29�
主任・相当職 3級 4 17�
係長・相当職 4級 2 8�

主査・課長補佐・相当職 5級 4 17�
局長・次長・課長・相当職 6級 6 25�

計 24 100�

６．ラスパイレス指数の状況 （令和2年4月1日現在）

職　種 邑智郡総合事務組合
一般行政職 94.5%

※�ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公
務員の給与水準を示す指数です。

７．福利厚生の状況 （令和2年度）

健康診断 人間ドック
14人 9人

８．職員手当の状況 （令和3年４月１日現在）

区分 邑智郡総合事務組合 国
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当

（支給割合） （支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

６月期（月分） 1.275月分 0.950月分
左記に同じ12月期（月分） 1.275月分 0.950月分

計 2.550月分 1.900月分
※�勤勉手当（職制上の段階、職務の級別による
加算措置）役職加算�３級以上�6.9％～11.7％

退
職
手
当

（支給割合） （支給割合）
自己都合 勧奨・定年 自己都合　勧奨・定年

勤 続 20 年 19.6695月分 24.586875月分

左記に同じ勤 続 25 年 28.0395月分 33.27075月分
勤 続 35 年 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 47.7090月分 47.709月分
退職時､特別昇給 なし 左記に同じ

扶
養
手
当

�配偶者、父母等 6,500円

左記に同じ子1人当たり月額 10,000円
満16歳年度初めから満22歳年度
末までの間にある子１人当たり 5,000円

住
居
手
当

借家・
借間居住者

家賃23,000円以下の場合､
家賃-12,000円

左記に同じ家賃23,000円を超える場合、�
（家賃-23,000円）×1/2+11,000円�
最高27,000円

通
勤
手
当

交通機関
利用者

最高支給限度額　55,000円
左記に同じ６箇月定期券等の価額により

一括支給
自動車等
利用者

２km以上３km未満 2,200円、
１km増す毎に800円加える 左記と異なる

特殊勤
務手当

し尿・ごみ処理作業手当（管理職を除く）
職員１人当たり支給月額5,000円 左記に同じ

９．特別職の報酬等の状況 （令和3年4月1日現在）

区　分 管理者 副管理者
報酬（年額） 40,000円 35,000円

10．課別職員数の状況 （令和3年4月1日現在）

区　　分　
　部　　門

職員数 対前年度
増減数本年度 前年度

総　　務　　課 4 4 0
情報システム課 5 5 0

環 境 衛 生 課
志　谷　苑 1 1 0
邑智クリーンセンター 6 6 0

介 護 保 険 課 7 9 △�2
会　　計　　室 1 0 1
合　　　　　計 24 25 △�1

令和2年度 邑智郡総合事務組合個人情報の運用状況
　邑智郡総合事務組合個人情報の保護に関する条例第50
条及び同条例施行規則第35条（運用状況の公表）の規定
によりお知らせします。

「令和２年４月１日～令和３年３月３１日の処理状況」
　開示請求の件数�� ……………０件
　開示決定等の件数�� …………０件

令和2年度
邑智郡総合事務組合人事行政の運営等の状況の公表
　邑智郡総合事務組合人事行政の運営等の状況の公表に
関する条例第２条（公表）の規定によりお知らせします。

「令和２年４月１日～令和３年３月３１日の処理状況」　
　地方公務員法第28条第２項第１号の規定による
　分限処分の件数�� ……………０件��

職員の給与等の状況
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1.邑智郡の要介護認定者数（令和3年3月末時点）

2.初めて要支援・要介護の認定を受けた方の主な疾病要因（平成31年度）
　要介護認定を受けるきっかけとなった主な疾病を性別と年齢10歳ごとに分けて集計しました
・男性は前期高齢者（65～74歳）で脳卒中、後期高齢者（75歳以上）では認知症が1位です
・女性は筋骨格の病気がいずれの年代でも高順位です
・85歳以上の方は男女問わず認知症、筋骨格の病気が1位、2位です

男  性 年　齢 女  性 年　齢

順位 65 ～ 74 歳 75 ～ 84 歳 85 歳以上 順位 65 ～ 74 歳 75 ～ 84 歳 85 歳以上

第 1 位 ・脳卒中 ・認知症 ・認知症 第 1 位 ・ 筋骨格の
病気

・ 筋骨格の
病気 ・ 認知症

第 2 位 ・がん ・外傷
・ 筋骨格の

病気
・脳卒中

第 2 位
・脳卒中
・がん
・認知症

・外傷 ・ 筋骨格の
病気

第 3 位 ・外傷
・認知症 ・脳卒中 ・心臓病 第 3 位

・外傷
・ 血液、免疫

の病気
・うつ病

・認知症 ・外傷

表のデータ出典：平成31年度認定分　主治医意見書第１疾病欄（主治医意見書とは、かかりつけの医師が、患者が介護を必要とする原因の疾病について書いた書
類です）

介護保険課からのお知らせ

邑智郡の要介護（要支援）認定者の状況

●�できるだけ長く健康でいられるように、邑智郡３町では介護予防事業や保険給付を
行っています。それぞれの年齢ごとに病気・ケガを予防できるよう、さまざまな事業
やサービスを上手く利用し、健康を維持していきましょう。
●��介護保険事業のご相談は、各町役場の地域包括支援センターへお問い合わせください。

・ 85 歳以上の方は半数以上が要介護認定を受けら
れています

・ 65 歳以上の方で介護保険の資格をお持ちの方の
人数は 8,047 人（129 人減）、そのうち要支援・
要介護の認定を受けた方の人数は 1,743 人（39
人減）で、認定率は 21.7％（0.1％減）です

※（　）内は令和２年３月末からの増減

表のデータ出典：要介護認定情報一覧

0人

500人

1000人

1500人

0.0％

20.0％

40.0％

60.0％

年齢10歳刻みごとの認定者数・認定率

認定者数 認定率

54.29％

1,240人

381人
122人

15.81％

3.64％

65-74歳 75-84歳 85歳以上
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環境衛生課からのお知らせ

よくあるお問い合せQ&A

　軽トラックなどの荷台が開
けている車で直接ごみを持ち
込まれる場合は、ネットや
シートでごみを覆い、運搬
の途中でごみが落ちないよ
うに注意してください。
　道路上にごみが飛散した場
合、通行者に迷惑がかかる上
に、重大事故等に繋がる可能
性があります。 【道路上にごみが飛散している状況】

Q： リチウムイオン電池はどのように出したらよい
ですか？

A： 有害ごみですので、本体から外して中身の見え
る透明な袋に入れて、「有害ごみ」「地区名」「氏
名」を書いて出してください。

Q： カンやペットボトルはつぶして出してもよいで
すか？

A： つぶさずに出してください。つぶしたカンは不
燃ごみ、ペットボトルは燃えるごみです。クリー
ンセンターの施設内で圧縮梱包するため、つぶ
さずに出してください。

Q： ベッドのマットレスはどのように出したらよい
ですか？

A： スプリングのないものは粗大ごみで出せます。
スプリングの入っているものは、分解してスプ
リングを外してから出していただくか、専門業
者（購入先）へお問い合わせください。

資源ごみ（カン）です

不燃ごみです

ごみの飛散防止にご協力ください

ちょっとこれって
どうするの！？
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●完成予想図

●プラットホーム入口

●焼却炉設備内部の仕組み

●入口から見たプラットホーム内

ストーカ式とは、赤い矢印の
火格子が往復して動くことに
より、ごみが撹拌され移動し
ながら燃焼します。

プラットホーム
（ごみ搬入場）

計量棟

焼却炉設備

管理棟

　邑智郡総合事務組合では、邑智郡３町
と大田市の可燃ごみを処理する新可燃ご
み共同処理施設の建設工事を行っており、 
令和４年２月からの試運転・調整後、令
和４年４月の施設稼働に向け、建設工事
を進めています。

●建設工事の状況

新可燃ごみ共同処理施設建設工事の進捗状況

環境衛生課からのお知らせ
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●完成予想図

既存の埋立物を処分場内に
まとめて置き、上からシー
トをかけることにより、降
雨による浸出水の発生を抑
制します。

処分場周辺からの地下水を排水す
る埋設管（直径 800㎜）の管の点
検口です。

既設浸出水
処理施設

新設浸出水処理施設

新設浸出水処理棟
内部（処理室）

新設浸出水処理棟外観

　最終処分場は、焼却灰等を埋め立て処分す
る施設です。可燃ごみ処理施設の焼却処理能
力が大きくなり、焼却灰等が増加するため、
機能強化を行っています。
　最終処分場の拡幅増設工事を行い、処理す
る浸出水 ( ※ ) が多くなるため、新しい浸出
水処理施設の建設工事を行い、令和４年４月
の施設稼働に向け、建設工事を進めています。
※ 浸出水：処分場に降った雨が、埋め立てた廃棄物に接触

したもの

●拡幅・増設工事の状況

最終処分場施設整備工事の進捗状況

環境衛生課からのお知らせ
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令和３年４月１日現在

　
　��

（
川
本
町
長
）

管
　
理
　
者

事�

務�

局�

長

（
川
本
町
副
町
長
）

（
邑
南
町
長
）
　
　

（
美
郷
町
長
）
　
　

副�

管�

理�

者
　

会
計
室

川本町役場
会計室内

電話��74-2101

会計管理者
・歳入、歳出、予算の収支及び決算に関する
こと
・出納全般に関すること

総
務
課

電話��72-2777
FAX��72-3923�

総務係、財政係、地域振興係
・職員の人事及び給与に関すること� �
・予算経理及びその他の財務に関すること�
・組合議会に関すること
・監査に関すること
・地域振興に係る広域的な事業に関すること�
・その他、他の課の所管に属しないこと

情
報
シ
ス
テ
ム
課

電話��72-1613
FAX��72-2425

行政１係、行政２係
・川本町、美郷町及び邑南町の基幹業務に係
る情報システムの共同利用に関すること
・情報システムの導入に関すること�
・情報システム及びネットワークに係る機器
等の維持、管理及び運営に関すること�
・情報セキュリティに係るシステム管理及び
アクセス管理に関すること
・人事・給与、財務会計等の共同電算処理に
関すること� �

介
護
保
険
課

電話��72-3535
FAX��72-3536

管理係、認定係、給付係
・介護保険事業計画の策定に関すること�
・被保険者の資格管理に関すること�
・要介護・要支援認定に関すること�
・保険給付・地域支援事業に関すること�
・保険料の賦課・徴収に関すること�

環
境
衛
生
課

邑智クリーン
センター

電話��72-1701
FAX��72-2270

業務１係　し尿処理施設（志谷苑）
・し尿処理施設の整備計画策定に関すること
・し尿処理施設の整備に関すること
・し尿処理施設の管理運営に関すること
・し尿処理施設の公害防止に関すること

業務２係　ごみ処理施設
・ごみ処理施設の整備計画策定に関すること
・ごみ処理施設の整備に関すること
・ごみ処理施設の管理運営に関すること
・ごみ処理施設の公害防止に関すること

業務３係　最終処分場
・最終処分場の整備計画策定に関すること
・最終処分場の整備に関すること
・最終処分場の公害防止に関すること
・最終処分場施設の管理運営に関すること
・最終処分場施設の埋立計画に関すること

組�

合�

議�
会�

（1２名）
　
構
成
町
の
議
員
か
ら
各
町
４
名
選
出

幹
　
事
　
会�

（3名）
　
構
成
町
副
町
長

監�

査�

委�

員�

（２名）
　
識
見
を
有
す
る
者
１
名
、
議
会
選
出
１
名

�
邑
南
町
長
、川
本
町
副
町
長
�

�
川
本
町
長
、美
郷
町
長
　
　
�

管�

理�

者�

会
（
４
名
）

発　行　邑智郡総合事務組合　〒 696-0001　島根県邑智郡川本町大字川本 332-15　☎ 0855-72-2777

邑智郡総合事務組合　組織図
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